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くらしの情報

　平成30年2月16日(金)から3月15日(木)は、確定申告の期間です。以下のフローを参考に、所得税の確定申
告や、市県民税の申告が必要か確認してみましょう。申告の詳細は広報紙１月号に掲載予定です。

①→市県民税の申告・所得税の確定申告の必要はありません。
　　（ただし、各種税証明書の取得には市県民税の申告が必要となります。）
②→市県民税の申告をする必要があります。（所得税の確定申告をする必要はありません。）※
③→市県民税の申告・所得税の確定申告の必要はありません。※
④→所得税の確定申告をする必要があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　※源泉徴収された所得税が還付になる場合、確定申告が必要です。

所得税や市県民税では申告不要でも、他制度との兼ね合いにより市県民税の申告が必要となる場合があります。
申告をしないと…

平成30年１月１日時点で下野
市に住んでいますか？

平成30年１月１日時点で住んでいる市
町村へご確認ください

いいえ

平成29年中にどんな収入がありましたか？

はい

農業、営業、不動産、雑、一時所得
などがある（青色申告を除く）

非課税収入のみ（遺族年金、障害年
金、失業給付金など）

収入なし 主に年金収入 主に給与収入

スタート

・
所
得
金
額
よ
り
控
除
額
が
少
な
い

・
所
得
金
額
よ
り
控
除
額
が
多
い

・
給
与
所
得
以
外
の
所
得
が
20
万
円
以
下

・
年
金
収
入
以
外
の
所
得
が
20
万
円
を
超
え
る

・
年
金
収
入
金
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、

　
他
の
所
得
が
20
万
円
以
下

・
年
金
収
入
の
み
で
、
１
４
８
万
円
以
下

（
65
歳
未
満
は
98
万
円
以
下
）

・
親
族
の
税
法
上
の
扶
養
に
な
っ
て
い
る

・
税
法
上
の
扶
養
に
な
っ
て
い
な
い

・
１
か
所
か
ら
の
給
与
収
入
の
み
で
、
年
末

　
調
整
の
額
に
変
更
が
な
い

・
給
与
収
入
の
み
で
93
万
円
以
下

・
年
末
調
整
を
し
て
い
な
い

・
年
末
調
整
の
内
容
に
変
更
が
あ
る

・
新
規
に
住
宅
借
入
金
特
別
控
除
を
受
け
る

・
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
の
支
払
い
を
受
け
た

・
給
与
収
入
が
２
千
万
円
を
超
え
る

・
給
与
所
得
以
外
の
所
得
が
20
万
円
を
超
え
る

④②④②③④②③①

①

■問い合わせ先　税務課　☎（32）8891

・国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の軽減判定が受けられません。
・介護保険料の段階を決定する際に正しく算定されません。
・保育料、幼稚園の就園奨励費などが正しく算定されません。
・所得証明書、住民税決定証明書、非課税証明書の交付を受けられません。

市県民税・所得税のお知らせ
〜申告の必要があるか確認してみましょう！〜

広報しもつけ　2017.12

Shimotsuke
29




